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2019 年 11 月 15 日 

お客様各位 

内外トランスライン株式会社 

 

フィリピン向け HS CODE 記載のお願い 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたびフィリピン税関よりフィリピン向け及びフィリピン経由の海上貨物に対し、

フィリピン到着 24 時間前までにマニフェスト送信が義務づけられ、船積み貨物全品目につ

いて6桁のHS CODEの提出が必要となりました。つきましては、下記対象貨物のDock Receipt・

Instruction・ACL 等に、6 桁の HS CODE 情報をご記載いただきますようお願い申し上げま

す。 

正しい情報のご提供がいただけない場合、現地での通関及び貨物お引渡しに支障をきたす

可能性がございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

 適用開始日  ：即日  

 

対象航路  ：フィリピン向け及びフィリピン経由貨物 

 

BL 記載必要事項 ：6桁の HS Code(積載される全品目) 

 

※HS CODE の記載については猶予期間（現地入港：2020 年 4 月 15 日まで）が設定されてお

りますが、マニフェスト送信後の訂正については、猶予期間中も Penalty の対象となり

ますのでご留意願います。 

 

※※FCL 貨物につきましては、使用船社の規定に準じます。 

 

以上 


